
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

女性職員の活躍の推進に関する 

特定事業主行動計画 

 

 

 

 

 

 

令和３年４月 

日田玖珠広域消防組合 

 
 

 



 日田玖珠広域消防組合における女性職員の活躍の推進に関する特定事業主行動計

画（以下「本計画」という。）は、女性の職業生活における活躍の推進に関する法律

（平成２７年法律第６４号。以下「法」という。）第１５条に基づき、日田玖珠広域

消防組合管理者が策定する特定事業主行動計画である。 

 

１． 計画期間 

本計画の期間は、令和３年４月１日から令和８年３月３１日までの５年間と

する。 

 

２． 女性職員の活躍に関する状況把握及び分析 

法第１５条第３項及び女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に

基づく特定事業主行動計画の策定等に係る内閣府令（平成２７年内閣府令第６

１号。以下「内閣府令」という。）第２条に基づく消防組合においての女性職

員の職業生活における活躍に関する状況は次のとおりである。 

 

（１）状況把握 

 消防吏員 １１５名 うち女性３名（２．６％） 

※令和２年１０月１日現在 

 

① 採用した職員に占める女性職員の割合（令和２年度採用分） 

  

 

 

 

      

令和２年度採用者に係る試験において、女性の応募者は５名、受験者は３

名、合格者は２名となっている。 

 

② 離職した職員の平均した継続勤続年数の差異（令和２年４月１日） 

   令和元年度退職者は６名。（うち男性５名、女性１名） 

継続勤務年数は４１年が１名、３８年が１名、３７年が１名、 

７年が１名（女性）、４年６か月が１名、３年が１名。 

 

③ 職員一人当たりの各月ごとの超過勤務の状況（令和元年度） 

      

 

 

職 種   計 男 性 女 性 女性割合 

消 防 職   １   １   ０   ０．０％ 

救急救命士職   ３   １   ２  ６６．６％ 

合   計   ４   ２   ２  ５０．０％ 

 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 

時間数 10.3 14 10.5 11.7 13.1 11.1 9.8 10.4 7.5 6.9 5.7 8.6 



 

④ 管理職の女性割合（令和２年１０月１日現在） 

管理職員 ７名中０名（０％） （消防吏員のみ） 

※女性職員の採用は平成２４年度から 

 

⑤ 各役職段階の消防吏員の割合（令和２年１０月１日現在） 

職  種 男  性 女  性 計 女性割合 

部長級 

（消防監） 
１ ０ １ ０．０％ 

課長級 

（司令長） 
６ ０ ６ ０．０％ 

課長補佐級 

（司令） 
１６ ０ １６ ０．０％ 

係長級 

（司令補） 
１１ ０ １１ ０．０％ 

主任級 

（士長） 
１０ ０ １０ ０．０％ 

主事級 

（副士長） 
４７ １ ４８ ２．１％ 

主事補級 

（消防士） 
２１ ２ ２３ ８．７％ 

計 １１２ ３ １１５ ２．６％ 

 

⑥ 男女別の育児休業取得・平均取得期間（令和２年中） 

男性職員 ０人   女性職員 該当者無し 

 

⑦ 男性職員の配偶者出産休暇及び育児参加のための休暇取得率（令和２年中） 

休暇名 取得率 平均取得日数 

配偶者の出産（７日以内）     ９２％ ３.３日      

育児参加休暇（５日以内）      ０％ ０日      

 

３． 女性職員の活躍の推進に向けた目標及び取組 

女性職員の活躍を推進するため、次のとおり目標を設定する。 

（１）女性消防吏員の採用 

令和３年度までに女性消防吏員数を４名に増加させる。 

令和３年４月１日付で女性職員１名採用を予定しており、合計４名と

なる。 



令和３年度以降は４名を維持しつつ、採用試験で当消防組合の採用基

準に適する女性受験者がいる場合は、適宜採用する。 

（２）男性職員の育児参加休暇の取得促進 

出産補助休暇については令和２年中で９２％の取得率であるが、育児

参加休暇については取得率が３．３％であるため、取得率を向上させる。 

 

４． 女性職員の活躍の推進に向けた目標を達成するための取組 

３で掲げた目標の達成に向け、次に掲げる取組を実施する。 

（１）  女性消防吏員の採用 

      現状の採用広報では、女性受験者は少ない傾向にあるため、女性

が活躍できる職場であることをわかりやすく募集概要等に掲載する。 

     企業説明会に当組合の女性消防吏員に同行してもらい、どういっ

た仕事内容で女性も活躍できる職場であることの説明を行う。  

（２） 男性職員の育児参加休暇の取得促進 

休暇制度自体を知らない職員もいるため、取得促進に向けた周知

等を徹底する。 


